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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 
 

Ⅰ 現状 

当会を取り巻く地域の災害発生状況および想定される災害発生の情報は、東庄町

防災会議が策定した東庄町地域防災計画（令和７年３月改訂）や東庄町が策定した

洪水ハザードマップを基に現状分析を行う。 

 

１ 地域の災害リスク 

（１）風水害 

当町の防災計画によると、町北部には一級河川として国土交通省管理の利根川が

流れ、同じく一級河川で千葉県管理の黒部川、桁沼川が流れる。また二級河川と

して千葉県管理の新川が町南西部を流れる。 

現在まで国や県の河川改修事業により、当町の治水安全度は着実に向上してお

り、近年、大型台風による強風や局所的集中豪雨に見舞われる中、被害を最小限

に抑えている。 

一方、当町は平地の多くが水田、山間部は畑として活用される農地であるが、

利根川本流と国道３５６号に挟まれる人口集積地の笹川地区、橘地区（石出）で

は洪水ハザードマップによって、５ｍ未満（※利根川洪水浸水想定区域）の洪水

が想定されており、洪水発生時は商業活動への影響が大きい。 

（２）土砂災害 

当町の防災計画によると、土砂災害の危険箇所は、谷戸等土地が入り組んでい

る斜面に多く、町内に点在している。土砂崩壊は、斜面がある一定の起伏量比で

あれば、地質・土質に関係なく起こり、降雨の大きさによってどこでも崩壊の危

険性がある。よって豪雨の際、道路に土砂の流れ込みや崖の陥没により、交通を

遮断する可能性がある。 

また当町の防災計画によると、一部香取市に跨るが、本町には１０６箇所が土

砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）に指定されている。また急傾斜地崩壊危険

区域に稲荷入地区と舟戸地区の２箇所が指定されている。 

危険箇所の多くは商工業者が集積しているエリアから外れ、人口もまばらな地

点となっている。山間部に商店街は無いものの、崩壊時には点在する店舗への影

響が予想される。 

（３）地震 

地震調査委員会（2014）によると、千葉県を含む南関東地域で今後３０年以内

にマグニチュード７程度の地震が発生する確率は、７０％程度とされる。これは

首都直下型地震であり、当町も南関東地方全般が沈み込む複数のプレートの直上に

あるため、付近が震源域となった場合、大きな被害を受ける可能性がある。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、マグ二チュード９.０を記

録し、当町でも被害は甚大であり、利根川沿いの低地で液状化が発生した他、家

屋全壊が３件、大規模半壊が １件、半壊が９件、一部損壊が１,８００件となっ

た。この時、人的被害も出ており、１名の方が亡くなり、重軽傷者が４名。 



2  

さらに水道の断水が３日間、停電が１日半続き、道路被害が１１６箇所に及ぶ 

など、生活基盤に多大な被害が生じた。 
 

（４）津波 

地震による津波の被害として、千葉県では平成２６年・２７年度に「千葉県地

震被害想定調査報告書」を実施している。当町には海岸線がなく、被害想定がな

されていないものの、利根川の河口から１０ｋｍ程度に町域を有している。千葉

県地震防災地図（平成２８年度作成）には、津波浸水予想図（大津波警報：１０

ｍ、膨張施設水門開放）とあり、利根川を遡上し、被害をもたらした東日本大震

災から見て、当町でも被害の発生が想定される。 
 

 （５）その他 

令和元年９月９日未明に当町を襲った台風第１５号は、暴風により、町内全域

で家屋の屋根瓦が飛ばされ、半壊３棟、一部損壊３８７棟の他、農業ハウスなど

に甚大な被害を与えた。また暴風での倒木により、２,７００世帯で長期停電が

発生し、断水や塩害による農作物被害など、大災害をもたらした。 

また令和元年１０月１２日、台風第１９号は関東甲信や東北で記録的な豪雨をも

たらし、利根川上流地域における広範囲な大雨により、台風通過後から翌日にか

けて、利根川の水位が急激に上昇した。その際、支流の黒部川、桁沼川と共に、越

水、氾濫の危険性が高まった。 

２ 商工業者の状況 (令和７年４月１日現在) 

（１）商工業者数 ４４０人 

（２）小規模事業者数 ３７８人内訳 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備考(立地状況等) 

建設業 ８２ ８１ 町内に広く分散している 

製造業 ６１ ５２ 点在している 

卸売業 １６ １５ 少数が点在している 

小売業 ９５ ６７
ＪＲ駅周辺に多いが、町内 

に広く分散している 

飲食業 ４１ ３４ ＪＲ駅周辺に多いが、町内 

に広く分散している 

サービス業 １２３ １０９ 町内に広く分散している 

その他 ２２ ２０ 町内に広く分散している 

合 計 ４４０ ３７８ 

出典：令和3年度経済センサス活動調査（総務省統計局） 

３□これまでの取組 

（１）当町の取組 

① 東庄町地域防災計画の策定 

当町では、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定 

に基づき、風水害、地震津波災害をはじめとする様々な大規模災害に備えてい

る。その中で東庄町及び防災関係機関が全機能を有効に発揮し、町民の協力の

もと、町の地域並びに町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを 

    目的とし、東庄町防災会議が主体となり、「東庄町地域防災計画」を策定して 
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いる。計画は、総則編、地震・津波編、風水害等編、大規模事故等災害編及び

資料編で構成されており、直近では令和７年３月に改訂している。 

② 防災訓練の実施 

当町では、地震等の大規模災害に備え、町及び関係機関が連携し、令和７年

度から、地域住民と一体となった「東庄町防災フェア」を実施している。 

③ 防災備品の備蓄 

災害時は、平常時には予測のできない市場流通の混乱や物資の入手難等が想

定される。道路の復旧とともに流通機構がある程度回復し、また他地域からの

救援物資が到着するまでの間、町民の生活を確保するために生活必需品等の備

蓄や調達体制の整備に努めている。 

 

（２）当会の取組 

① ＢＣＰ（事業継続計画）に関する各種施策の周知 

② 損害保険会社（千葉県火災共済協同組合等）と連携した損害保険への加入促

進 

③ 被災事業者に対する各種補助金申請の支援（小規模事業者持続化補助金や県

の災害復旧補助金等） 

④ 日本政策金融公庫や県町などの公的な各種融資制度の斡旋 

⑤ 国、県及び町が行った商工業関係被害状況調査への協力 

 

 

Ⅱ 課題 

１ 当町の防災計画では、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者一覧に商工会の 

取り組むべき内容が記載されているが、その内容は商工業関係被害状況調査の協力

や救援用物資、復旧資材の確保についての協力、融資の取りまとめ・斡旋等と漠然

的な記載にとどまっている。災害が多発している近年の状況下において被災からの早

期の復旧・復興を目指し、経済的被害を最小限にとどめるためには、当会と当町の

間における緊急時のより具体的な取組みや協力体制の構築等が必要となってい

る。 

２ 当会職員が被災した場合に機動力を失うことになるため、千葉県商工会連合会等

との応援体制の構築等が必要となっている。 

 

３ 令和５年度、会員事業所を中心にＢＣＰ（事業継続計画）の策定支援を実施し

たが、その必要性がまだ十分には把握されておらず、現状では保険業等など必要性

の高い一部の業種に限られており、その他の小規模事業者のほとんどが策定してい

ない。 

 

４ 災害に関する平時・緊急時の対応（各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）の

作成等）を推進するノウハウを持った人員が不足している。 

 

 

Ⅲ 目標 

１ 発災時における連絡を円滑に行うため、当会と当町との間における被害情報報告

ルートを構築する。 



4  

２ 発災後、速やかな復興支援策が行えるよう当会における体制と千葉県商工会連合会

等の関係機関との連携体制を構築する。 

３ ＢＣＰ（事業継続計画）策定率の向上に向けて、地区内小規模事業者に対して災

害リスクの認識と事前対策の必要性を周知する。 

４ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）

作成等を推進するためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

 

※ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに千葉県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間(令和８年４月１日～令和１３年３月３１日) 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

当会と当町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

１ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

① 当会職員（経営指導員等）による巡回指導時に、ハザードマップ等を用い

て事業所立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減するための取組や

対策について説明する。 

② 町広報や商工会報、当会のホームページ等において、国・県の施策の紹介

や各種損害保険の概要、ＢＣＰ（事業継続計画）を策定した小規模事業者の事

例紹介等を行う。 

③ ＢＣＰ（事業継続計画）策定の専門家を招へいし、小規模事業者を対象に 

ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会等を開催する。 

④ 当会経営指導員による巡回指導時に、中小企業等経営強化法に基づく「事

業継続力強化計画」の申請等に関する支援を実施する。 

 

（２）商工会自身の事業継続計画の作成 

令和２年度に危機管理マニュアルを策定 

 

（３）関係団体等との連携 

① 損害保険会社等と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損害

保険見直しのための個別相談会等を開催する。 

② 金融機関等の関係機関へハザードマップや損害保険への加入に向けた各種ポ

スターの掲示、パンフレットの設置を依頼する。 

③ 被災した小規模事業者が低金利融資をうけられるように、金融機関と連携す

る。 

④ 被災した小規模事業者が事業設備等を早期復旧できるように優先的な修繕・

修理に向けて、建設・設備等の関連団体と連携する。 

（４）フォローアップ 

① 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画認定企業」に対して 

その取組み（策定したＢＣＰ計画の遂行）支援を実施する。 

② ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会等に出席した小規模事業者に対して

専門家を派遣し、ＢＣＰ（事業継続計画）策定に向けての具体的な支援を実施す

る。 

③ 当会に事業継続力強化支援協議会（構成員：当町担当者、当会正副会長）を

必要に応じて設置し、小規模事業者のＢＣＰ（事業継続計画）への取組み状況等

について協議する。 

 

（５）当該計画に係る訓練の実施 

年に一度、様々な自然災害（マグニチュード７の地震等）が発生したと仮定
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し、当会と当町とで連絡ルートの確認等を実施する。尚、毎年１１月に「東庄町防災

イベント」が実施されるため、これに協力する。 

（６）防災備品の購入 
毎年度、当会財源の可能な範囲内で自然災害等に備えて防災備品を購入する。
尚、年度ごとの購入備品の詳細については、年度ごとに検討する。 

２ 発災後の対策 

自然災害等発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。その上で

会長指示のもと、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡す

る。 

 

（１）応急対策の実施可否の確認 

① 当会事務局責任者は発災後２時間以内に職員緊急連絡網やＳＮＳ等により、 

職員の安否と業務従事の可否を確認する。 

※事務局責任者が被災した場合は次席の者等が職員緊急連絡網等を指揮する。 

② 業務従事が可能な当会職員が把握した大まかな被害状況（家屋被害や道路状

況等）は当会と当町で共有する。 

 

（２）応急対策の方針決定 

① 当会職員の自然災害等発災時における出勤は次のとおりとする。 

（ア） 職員自身の目線で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、職員

自身がまず安全を確保し、警報解除後に出勤する。 

（イ） 道路の陥没や崖崩れ等により交通の遮断等がある場合は、出勤せず、安

全が確認された後に出勤する。 

（ウ） 家族が被災した場合は、出勤せず家族の身の安全が確保された後に出勤す

る。 

② 当会職員全員または大多数が被災等により応急対策に従事できない場合の役

割分担は次のとおりとする。 

地区名 役職名 人数 応急対策の内容 

神代地区 理事 ２人 大まかな被害状況の把握等 

笹川地区 理事 ２人 〃 

橘地区 理事 ２人 〃 

東城地区 理事 ２人 〃 

 

③ 当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当会と

当町で共有する。 

（東庄町商工会と東庄町で共有する被害規模等の目安） 
被害規模 被害状況 

大規模な被害があ

る 

・地区内 10％以上の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 1％以上の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等大
きな被害が発生している。 

・被害が見込まれている地域において連絡が取れない、もしくは、

交通網が遮断されており、確認ができない。 
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中規模な被害があ

る 

・地区内 5％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.5％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等

大きな被害が発生している。 

 

被害がある 

・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等

大きな被害が発生している。 

 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

※連絡の取れない地域は、大規模な被害が生じている可能性があると考える。 

 

④ 東庄町商工会と東庄町とは災害時、以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回以上共有する。 

必要に応じて追加する 

２週間～３週間 １日に２回共有する 

３週間～１ヶ月 １日に１回共有する 

２ヶ月以降 ２日に１回共有する 

※ 電話・ＦＡＸ・メール・携帯等による通常の連絡が不通の場合には商工会が直接

町役場を訪問し、被害情報等を報告する。 

 

３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

（１）自然災害発生時における地区内の小規模事業者の被害状況の迅速な報告及び

指揮命令を円滑に行うための連絡ルートは次のとおりとする。 

※塗りつぶしの矢印が、主たる情報収集・連絡ルート 

 
千葉県 経済産業局等 

 

 

 

千葉県商工会連合会 

 

 

 

東庄町 東庄町商工会 

 

（２）二次被害を防止するための被災地域での活動は次のとおりとする。 

当会及び当町からの要請等に基づき、当会の役員が二次被害を防止するため

の諸活動を実施する。 

※役員は被災地域以外の者とする。 

 

（３）当会と当町は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算

定方法について次のとおりとする。 

① 確認方法 

当会の役員及び職員で構成する「災害復旧支援班」を組織し、被災事業所を 
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実訪してヒアリング調査等を実施する。 

構成員／班長：役員１名  班員：職員１名 

※役員は被災地域以外の者とする。 

② 被害額の算定方法 

被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、当会と当町であ

らかじめ確認しておく。なお、国や県から指示があった場合は、その指示に基

づいて算定する。 

 

（４）当会と当町が共有した上記の（２）及び（３）の情報は千葉県の指定する方法

にて当町より千葉県へ報告するとともに、当会より千葉県商工会連合会へ報告す

る。 

 

４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援当会による支援は次のとおりとす

る。 

（１）当会の電源を携帯電話充電のために開放する。 
（２）経営や資金繰り等の相談窓口の開設について東庄町と相談し、安全性が確認さ

れた場所において相談窓口を設置する。 

（３）当会は、国から依頼を受けた場合は、安全性が確認された場所において経営や資金

繰り等の特別相談窓口を設置する。 

（４）前記３の（３）で収集した被害状況等をもとに、地区内小規模事業者等の被害

状況の詳細を確認する。 

（５）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、町の施策）について、地区内小規模事

業者等へ周知する。 

（６）地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、町の施策）ついての説

明会及び個別相談会を開催する。 

 

５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

（１）千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対

し支援を実施する。 

（２）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域か

らの応援派遣等を千葉県商工会連合会等に相談する。 

（３）被災小規模事業者が補助金や復興助成金等を申請する場合の書類作成等の支援

を実施する。 

（４）日本政策金融公庫・千葉県制度融資（セーフティネット資金・一般枠）等の融

資を斡旋する。 

（５）事業再建計画の策定を支援する。 

（６）町内商店会の災害復旧・復興事業を支援する。 

 

６ 感染症対策 

未知のウイルス、細菌等への感染症対策は次のとおりとする。 

（１）事前の対策 

① Ｗｅｂ会議や交代勤務（在宅勤務）の導入に向けて必要なパソコン等の機
器や通信環境等を整備する。 

② 消毒液やマスク等を事前に購入して備蓄する。 

（２）流行時の対策 



9  

① 当会職員を２班に分けて編成し、交代勤務（在宅勤務）を導入する。 

② 通常総会、理事会及び正副会長会議等の商工会の管理・運営に必要な会議は

書面議決とする。 

③ 当会職員のいずれかが感染した場合は保健所や県等の指示に従うものとし、

場合によっては事務所を閉鎖する。 

 

７ その他 

上記内容に変更が生じた場合には、速やかに千葉県に報告する。 
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東庄町役場
まちづくり課 

（別表２） 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１１月現在） 

Ⅰ  実施体制 
 

 
 

報       指  報      指 
告       示 告      示 

 
 
連 

連携                                    携 
                                                      確 

 認 
連絡調整 

 

Ⅱ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定す
る経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

１ 当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員  泉水 俊彦（連絡先は下記Ⅲ－１参照） 

２ 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

（１）本計画の具体的な取組の企画や実行 

（２）本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

Ⅲ 商工会／関係市町村連絡先 

１ 東庄町商工会 
〒２８９－０６０１  東庄町笹川い６７１番地の３ 
℡ ０４７８－８６－３６００  Fax ０４７８－８６－２２３６ 
Ｅ－ｍａｉｌ：tounosho@sweet.ocn.ne.jp 

２ 東庄町役場  まちづくり課 

〒２８９－０６９２  東庄町笹川い４７１３番地１３１ 

℡ ０４７８－８６－６０７５  Fax ０４７８－８６－４０５１ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ma.sangyo@town.tohnosho.lg.jp 

 

 

 

 

 

東庄町商工会
会長 

東庄町役場
町長 

法定経営指導員 

東庄町商工会 

東庄町役場
総務課 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 
令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

必要な資金の額 １００ １００ １００ １００ １００ 

 

 
ＢＣＰ策定個別

相談会開催費 

通信費他 

 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

防災備品 

購入費 

 

 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

 

調 達 方 法 

会費収入、事業収入、手数料収入、千葉県小規模補助金、東庄町補助金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


